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平成 23年 1月 28日 

会社名  株式会社三越伊勢丹ホールディングス 
代表者名  代表取締役社長執行役員 
  石塚 邦雄 
 （コード番号 3099 東証、福証） 
問合せ先  管理本部総務部ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
  鈴木 康弘 

 ℡03-5843-5115 

 

 

子会社の合併等のグループ内組織再編と 

それに伴う商号変更についてのお知らせ 

 

 本日開催の当社取締役会において、平成23年4月1日を期して、株式会社三越と株式会社伊勢丹が合併し、

本合併の効力発生日をもって合併会社の商号を「株式会社三越伊勢丹」に変更することを決議いたしました。

併せて、同日において株式会社札幌丸井今井と株式会社札幌三越が合併し、その効力発生日をもって合併会社

の商号を「株式会社札幌丸井三越」とすることを決議いたしました。 

 また、株式会社二幸と株式会社クイーンズ伊勢丹が合併してグループ内の食品子会社を統合すること、株式

会社三越から通信販売事業を会社分割して専門子会社化することも合わせて決議し、グループ内の百貨店事業、

小売・専門店事業に係る組織再編を実施することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．百貨店事業の再編について 
 
１．株式会社三越と株式会社伊勢丹の吸収合併について 

 

（１）合併の目的 

 当グループは平成20年4月に、株式会社三越と株式会社伊勢丹が、両社の有する強みと経営資源を最大

限に生かすことで、お客さま満足を最大化し、お客さまとの信頼関係を持続的・永続的に維持・向上する

ことを目的に、経営統合することにより発足しました。 

 経営統合にあたって当グループが認識していた百貨店を取巻く環境の厳しさと、百貨店が抱える根本的

な課題が、統合後の経済環境の激変を経て、深刻さを増したことから、平成20年秋に策定した「三越伊勢

丹グループ3ヶ年計画」の中で、当初平成24年～平成25年に予定していた株式会社三越と株式会社伊勢

丹の合併時期を平成23年4月に前倒しすることを定め、各種施策の強化と統合効果の早期創出に努めてま

いりました。 

 

 これまでに本社機能の統合をはじめ、人材サービス事業、物流事業、ビルメンテナンス事業等のシェア

ードサービス子会社の統合を行うとともに、平成22年4月にはグループの事業インフラであるシステムと

カードの統合を完了させました。 

 また、百貨店事業に係る組織再編として、平成22年4月には、株式会社三越の札幌・仙台・名古屋・広

島・高松・松山・福岡・新潟の各地域における百貨店事業を吸収分割により各地域事業会社に承継させる地

域事業会社化を行い、各店舗の運営権限を委譲し、地域に密着した営業体制を構築することで、お客さまの

ご要望を迅速な意思決定に反映させ、各地域に最適な営業施策を迅速かつ細やかに展開しております。 

各 位 
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 平成23年4月に株式会社三越と株式会社伊勢丹が合併してスタートする「株式会社三越伊勢丹」は、首

都圏における百貨店事業の方針策定から、実際の店舗運営までを行うとともに、当グループの国内百貨店

に対してのセントラルによる支援機能（ＣＰＣＣ機能）を果たし、グループ全体の百貨店事業における利

益の最大化を図ります。併せて、統合によるスタッフ部門の効率化や全体最適な要員配置、営業業務の一

本化によるＭＤ政策の強化等、より効果的な百貨店事業運営体制の構築を進めてまいります。 

 なお、当グループの最大の資産は、「三越」「伊勢丹」のブランドであり、信頼で結ばれたお客さまとの

絆であります。合併して商号を「株式会社三越伊勢丹」と変更した後も、従来の「三越」「伊勢丹」のブラ

ンドを残し、お客さまがそれぞれのブランドに求める価値を再認識してブランドの明確化を図り、どのよ

うに価値を高め、磨き上げていくかということに注力いたします。 

今後も、国内最大のマーケットである首都圏で、全国百貨店売上高1位と2位の伊勢丹新宿本店、三越日

本橋本店に、平成22年9月に増床リモデルオープンした三越銀座店を合わせた、基幹3店舗を有する当グ

ループの特長を最大限に生かしつつ、百貨店の根本課題の解決に真正面から取組むことで、事業会社統合の

目的である「お客さまの声を細大漏らさず聴きとり、スピードをもって対応し、百貨店として新しい価値を

創造する」ことを目指してまいります。 

 

（２）合併の要旨 

①合併の日程 

合併決議取締役会    

  株式会社三越       平成23年１月27日 

  株式会社伊勢丹      平成23年1月28日 

合併契約の締結（両社）    平成23年１月28日 

臨時株主総会 

  株式会社三越       会社法第796条第3項の規定（簡易合併）により開催いたしません。 

  株式会社伊勢丹      平成23年１月28日 

合併の予定日（効力発生日）  平成23年4月 １日 

②合併の方式 

株式会社三越を存続会社とし、株式会社伊勢丹は消滅します。 

 

（３）合併当事会社の概要    

平成22年9月末日現在 

株式会社三越 株式会社伊勢丹 
① 商号 

（存続会社） （消滅会社） 

② 事業内容 百貨店業 百貨店業 

③ 設立年月日 平成15年9月 昭和5年9月 

④ 本店所在地 東京都中央区日本橋室町一丁目4番1号 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員 石塚 邦雄 代表取締役社長執行役員 大西 洋 

⑥ 資本金  37,404百万円  36,763百万円 

⑦ 純資産  42,448百万円 129,634百万円 

⑧ 総資産 448,213百万円 243,332百万円 

⑨   売上高※ 547,037百万円 395,446百万円 

⑩ 営業利益※ △7,716百万円   9,921百万円 

⑪ 経常利益※ △10,545百万円  11,632百万円 

⑫ 当期純利益※ △37,952百万円   3,935百万円 

⑬ 決算期 3月末日 3月末日 

⑭ 大株主および持株比率 
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

100% 

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

100% 
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※⑨～⑫は、各社の平成22年3月期の数値であります。なお、平成22年4月には、株式会社三越の札

幌・仙台・名古屋・広島・高松・松山・福岡・新潟の各地域における百貨店事業を吸収分割により各

地域事業会社に承継させる地域事業会社化を行っております。 

 

（４）存続会社の概要および商号変更 

①当該存続会社の概要 

商号         株式会社三越 

本店所在地      東京都中央区日本橋室町一丁目4番1号 

代表者の役職・氏名  代表取締役社長執行役員 石塚 邦雄 

②新商号（英文表記） 

株式会社三越伊勢丹（Isetan Mitsukoshi Ltd.） 

③変更の理由 

お客さまの認知度を考慮し、「三越」「伊勢丹」のブランドを生かした商号へ変更することといたしまし

た。 

④商号変更日 

平成23年4月1日（予定） 

なお、あわせて本店所在地を「東京都新宿区新宿三丁目14番1号」といたします。 

 

（５）合併会社の概要 

平成23年4月1日予定 

① 商号 株式会社三越伊勢丹 

② 事業内容 百貨店業 

③ 本店所在地 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 

④ 代表者の役職・氏名 

 取締役会長執行役員      石塚 邦雄 
（兼 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員） 

代表取締役社長執行役員  大西 洋 
（兼 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役） 

⑤ 資本金 10,000百万円 

⑥ 決算期 3月末日 

⑦ 大株主および持株比率 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 100% 

 

（６）今後の見通し 

本合併による当期の当社及び連結業績への影響は軽微です。 

 

２．株式会社札幌丸井今井と株式会社札幌三越の吸収合併について 

 

（１）合併の目的 

 株式会社札幌丸井今井と株式会社札幌三越は、平成23年4月1日を期して合併し、本合併の効力発生日

をもって、商号を「株式会社札幌丸井三越」に変更して、「丸井今井札幌本店」「札幌三越」の事業運営を

行うこととしました。株式会社札幌丸井今井は、平成21年5月に当社が100％出資して、株式会社丸井今

井より事業を引き継ぐ新会社として設立され、同年8月より営業を開始しました。また株式会社札幌三越

はグループ内の百貨店事業再編に伴い、平成22年4月より地域事業会社として事業を開始しました。 

 株式会社札幌丸井三越は札幌エリアにおいて、二つののれんを長年ご愛顧くださる地元のお客さまの期

待にお応えし、地域の暮らしに密着した地元の百貨店として、それぞれが特色ある店舗として相乗効果を

発揮し、お客さまのご要望とご期待にそえるよう努めるとともに、企業としての収益向上を図ってまいり

ます。 
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（２）合併の要旨 

①合併の日程 

合併決議取締役会（両社）   平成23年１月27日 

合併契約の締結（両社）    平成23年１月28日 

臨時株主総会 

  株式会社札幌丸井今井   会社法第796条第3項の規定（簡易合併）により開催いたしません。 

  株式会社札幌三越     平成23年１月28日 

合併の予定日（効力発生日）  平成23年４月 １日 

②合併の方式 

株式会社札幌丸井今井を存続会社とし、株式会社札幌三越は消滅いたします。 

 

（３）合併当事会社の概要  

平成22年9月末日現在 

株式会社札幌丸井今井 株式会社札幌三越 
① 商号 

（存続会社） （消滅会社） 

② 事業内容 百貨店業 百貨店業 

③ 設立年月日 平成21年5月29日 平成21年10月1日 

④ 本店所在地 
北海道札幌市中央区南一条西 

二丁目11番地 

北海道札幌市中央区南一条西 

三丁目８番地 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員 関根 純 代表取締役社長 福井 文弘 

⑥ 資本金    100百万円    50百万円 

⑦ 純資産  1,893百万円   591百万円 

⑧ 総資産 16,349百万円 8,917百万円 

⑨ 決算期 3月末日 3月末日 

⑩ 大株主および持株比率 
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

100% 

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

100% 

 

（４）存続会社の概要および商号変更 

①当該存続会社の概要 

商号         株式会社札幌丸井今井 

本店所在地      北海道札幌市中央区南一条西二丁目11番地 

代表者の役職・氏名  代表取締役社長執行役員 関根 純 

②新商号（英文表記） 

株式会社札幌丸井三越（Sapporo Marui Mitsukoshi Ltd.） 

③変更の理由 

お客さまの認知度を考慮し、両社のブランドを生かした商号へ変更することといたしました。 

④商号変更日 

平成23年4月1日（予定） 

 

（５）合併後の状況 

平成23年4月1日予定 

① 商号 株式会社札幌丸井三越 

② 事業内容 百貨店業 

③ 本店所在地 北海道札幌市中央区南一条西二丁目11番地 

④ 代表者の役職・氏名  代表取締役社長執行役員 杉浦 進 

⑤ 資本金 100百万円 
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⑥ 決算期 3月末日 

⑦ 大株主および持株比率 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 100% 

 

（６）今後の見通し 

 本合併による当期の当社及び連結業績への影響は軽微です。 

 （参考）平成23年４月の国内グループ百貨店体制は以下の通りです。 

  

国内グループ百貨店体制（平成23年4月）

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

　　　　　　　                                                                                  　　*持分法適用会社

株
式
会
社
函
館
丸
井
今
井

株
式
会
社
仙
台
三
越

株
式
会
社
新
潟
三
越
伊
勢
丹

株
式
会
社
高
松
三
越

株
式
会
社
三
越
伊
勢
丹

株
式
会
社
札
幌
丸
井
三
越

株
式
会
社
松
山
三
越

株
式
会
社
岩
田
屋
三
越

株
式
会
社
ジ

ェ
イ
ア
ー

ル
西
日
本

伊
勢
丹

（
*

）

株
式
会
社
静
岡
伊
勢
丹

株
式
会
社
名
古
屋
三
越

株
式
会
社
広
島
三
越

 

   

Ⅱ．周辺事業への取組みについて 

 

１．株式会社二幸と株式会社クイーンズ伊勢丹の合併について 

 

（１）合併の目的 

 平成23年4月1日を期して、三越グループを中心に食品製造・卸売を行う株式会社二幸（存続会社）と、

首都圏を中心に19店舗を展開する株式会社クイーンズ伊勢丹（消滅会社）とを合併し、本合併の効力発生

日をもって、同時に商号を「株式会社三越伊勢丹フードサービス」に変更することにいたしました。 

 当グループの食品子会社として、両社のバイングパワーを集中するとともに、自社製造・加工を中心と

した独自性の高いＰＢ商品を強みに、首都圏において三越・伊勢丹をご愛顧くださるお客さまのデイリー

ニーズに応える、スーパーマーケットを中心とした小売事業の強化、およびグループ各社への卸事業の拡

大を図ってまいります。また併せて、スタッフ部門の効率化、ＰＢ商品の開発強化や物流の効率化などを

進め、収益力の向上を図ってまいります。 

 

（２）合併の要旨 

①合併の日程 

合併決議取締役会 

株式会社二幸       平成23年1月13日 

株式会社クイーンズ伊勢丹 平成23年１月18日 

合併契約締結（両社）     平成23年１月28日 

臨時株主総会 

  株式会社二幸       会社法第796条第3項の規定（簡易合併）により開催いたしません。 

  株式会社クイーンズ伊勢丹 平成23年１月28日 

合併の予定日（効力発生日）  平成23年4月 1日 

②合併の方式 
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 株式会社二幸を存続会社とし、株式会社クイーンズ伊勢丹は消滅いたします。 

 

（３）新会社の概要  

平成23年4月1日予定 

① 商号 株式会社三越伊勢丹フードサービス 

② 事業内容 食品製造・卸売り・小売・専門店業 

③ 本店所在地 東京都中央区豊海町3番16号 

④ 代表者の役職・氏名  代表取締役社長 市森 暁 

⑤ 資本金 100百万円 

⑥ 決算期 3月末日 

⑦ 大株主および持株比率 
株式会社三越伊勢丹 100% 

（平成23年4月1日に株式会社三越と株式会社伊勢丹が合併） 

 

（４）今後の見通し 

本合併による当期の当社及び連結業績への影響は軽微です。 

 

２．株式会社三越 通信販売事業部の別会社化について 

 

（１）別会社化の目的 

 お客さまのライフスタイル全般に関り、お役に立つことを通じてお客さま一人ひとりにとっての生涯に

わたるマイデパートメントストアを目指す当グループにおいて、店舗以外の新たなチャネル開発・強化施

策の一環として、平成23年４月１日をもって、株式会社三越の通信販売事業部を、グループの総合的な無

店舗販売事業会社として別会社化いたします。通販事業の専門会社として、百貨店事業の枠を越えた独自

の展開を進めるとともに、ビジネスの特性を踏まえた事業の構築を行ってまいります。 

 

（２）会社分割の要旨 

①会社分割の日程 

新設分割計画書承認取締役会（三越） 平成23年1月27日 

臨時株主総会（三越）          会社法805条の規定（簡易分割）により開催いたしません。 

会社分割の予定日（効力発生日）   平成23年4月１日 

②分割方式 

株式会社三越を分割会社とし、「株式会社三越伊勢丹通信販売」を新設会社とする新設分割です。 

 

（３）新会社の概要  

平成23年4月1日予定 

① 商号 株式会社三越伊勢丹通信販売 

② 事業内容 通信販売業 

③ 設立年月日 平成23年4月1日 

④ 本店所在地 東京都江東区南砂二丁目36番11号 

⑤ 代表者の役職・氏名 (未定) 

⑥ 資本金 50百万円 

⑦ 決算期 3月末日 

⑧ 大株主および持株比率 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 100% 

 

（４）今後の見通し 

本新設分割による当期の当社及び連結業績への影響はございません。             以 上 


